
YUR’ife：白い岬が 見える田舎暮らし
由良町で受けられる支援

　　民間賃貸住宅家賃補助事業〜由良町での新婚生活をサポート〜
対象者等：町内の賃貸住宅に居住する新婚世帯

※夫婦のいずれかが 40 歳未満であることが条件

補助金額：家賃の自己負担月額の２分の 1
※月額 25,000 円を上限に最長60ヶ月分（最大150万

円）を補助
　　マイホーム取得支援事業〜若い世代の定住をサポート〜

対象者等：新築住宅又は築１年以内の未使用の建売住宅を取
得した世帯
※夫婦のいずれかが 18 歳以上 45 歳未満であることが

条件
補助金額：100 万円　

　　　　　　　18 歳未満の子ども 1 人につき 10 万円を加算

◦妊婦健康診査費助成事業
対 象 者：妊娠の届出を行った方
補助内容： 14 回分の妊婦健康診査に係る費用を補助

※ 10,000 円を上限に、上記以外に自己負担した分
も補助

◦妊婦医療費助成事業
対 象 者：妊娠届受理日（届出後に転入された方は転入日）

から出産日までの妊婦
補助内容：妊娠届出日から出産日までの間に支払った医

療費の自己負担分を補助
※整形外科等、一部対象外となるものもあります。

◦乳幼児給食費の無償化
対 象 者：町内に在住する３～５歳児
補助金額：保育所等に通う３〜５歳児までに係る給食費を無償化

◦保育料の助成〜多子世帯の経済的負担を軽減〜
対 象 者：こども園、幼稚園、保育所に通う乳幼児

※一部施設において、条件及び上限額が設定されています。
補助金額：第 2 子以降は無料

※３～５歳児及び住民税非課税世帯の０～２歳児については、国の制度により無料です。

移住の第一歩として、住まいの確保は必要です。
由良町では、その住まいが不足しているため、賃貸や売却が可能な空き家を募集しています。
移住される方に提供可能な空き家がありましたら、産業振興課（TEL 65-3850）までご連絡ください。
※和歌山県が実施している「わかやま空き家バンク」に登録された場合は、県外からの移住に際し、
　改修費の一部補助や片付けに必要な経費の補助も行っています。 

※各補助事業には、住所要件などの要件があります。制度の詳しい内容については、直接お問い合わせください。

各補助事業については、こちらもご参照ください！

由良町暮らしの便利帳 由良町まちづくり補助・助成事業
パンフレット

　　新生児聴覚検査費助成事業〜お子様の聴覚異常の早期発見・早期対応〜
対 象 者：令和３年４月１日以降に生まれた子どもを養育する保護者
補助金額：初回検査、確認検査それぞれ 1 回分の費用の一部を補助
　　　　　初回検査で再検査となった場合、確認検査についても助成

※上限 7,000 円／回
◦子ども医療費助成事業〜お子様の成長をサポート〜

対 象 者：高校卒業相当年齢までの子ども
補助金額：自己負担分の医療費の全額補助

◦子育て支援事業
対 象 者：満２歳未満の子どもの保護者
補助金額：おむつ券の配布

・満１歳になる月まで １か月あたり 5,000 円分
・満１歳１か月になる月から満２歳になる月まで １か月あたり 3,000 円分

◦すこやか子育て応援事業〜お子様の成長に寄り添います〜
対 象 者：１～６歳の幼児とその保護者
補助金額：毎誕生月にゆらの助からのメッセージカードと 10,000 円分の商品券を贈呈

◦在宅育児支援事業〜多子世帯の経済的負担を軽減〜
対 象 者：産休・育休手当を受給せずに第２子以降の０歳児を在宅育児している家庭
補助金額：月額 30,000 円 ※ 12 か月を上限に支援

　　高等学校等通学費助成金交付事業〜町外への通学費用をサポート〜
対 象 者：鉄道を利用して高校等に通学している高校生等の保護者等
補助金額：通学定期券の半額 ※上限 30,000 円／年

　　出産お祝い金　〜出産を由良町がお祝いします〜
対 象 者：由良町で生まれた子どもを養育する保護者
補助金額：子ども１人につき 10 万円

◦産婦健康診査費助成事業
対 象 者：由良町に住所を有し、産後２週間から１か月

程度の産婦
補助内容：１回分の産婦健康診査に係る費用を補助

※上限 5,000 円

結婚 出産 子育て

●特集に関するお問い合わせ
産業振興課
TEL :  65-3850
Mail : sangyou@town.yura.lg.jp 
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週末には、家族で星空観賞や釣り体験も楽しめます♪
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